
生駒市条例第３３号 

生駒市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２５年１０月１６日 

生駒市長 山下 真 

 

生駒市介護保険条例の一部を改正する条例 

 生駒市介護保険条例（平成１２年３月生駒市条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２２条中「第１８条」を「第２６条」に改め、同条を第３０条とする。 

第２１条を第２９条とし、第１８条から第２０条までを８条ずつ繰り下げる。 

第５章を第６章とする。 

第４章中第１７条を第２５条とし、同章を第５章とする。 

第３章の次に次の１章を加える。 

第４章 介護保険運営協議会 

（設置） 

第１７条 介護保険事業の円滑な運営を図るため、生駒市介護保険運営協議会（

以下「協議会」という｡)を置く。 

（所掌事務） 

第１８条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 

(1) 介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画の策定に関すること。 

(2) 地域包括支援センターに関すること。 

(3) 地域密着型サービス事業所の指定、更新等に関すること。 

(4) その他介護保険事業の運営に関し必要な事項（予算及び決算に関する事

項を除く｡) 

（組織） 



第１９条 協議会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験のある者 

(2) 保健医療関係者 

(3) 福祉関係者 

(4) 被保険者 

(5) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者の家族 

(6) その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第２０条 委員の任期は、３年とする。ただし、再任されることを妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第２１条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

４ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第２２条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

（部会） 

第２３条 協議会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。 



２ 部会に属する委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。 

４ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員の

うちからあらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。 

（関係者の出席等） 

第２４条 協議会又は部会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議

に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めること

ができる。 

 附則第７条の見出し中「延滞金」の次に「及び還付加算金額」を加え、同条中

「延滞金の」の次に「年１４．６パーセントの割合及び」を加え、「各年の前年

の１１月３０日を経過する時における日本銀行法（平成９年法律第８９号）第１

５条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年４パーセン

トの割合を加算した割合をいう」を「当該年の前年に租税特別措置法（昭和３２

年法律第２６号）第９３条第２項の規定により告示された割合に年１パーセント

の割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ」に、「その年中におい

ては、当該特例基準割合（当該割合に０．１パーセント未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる｡｣を「その年（以下この項において「特例基準割合適用年

」という｡)中においては、年１４．６パーセントの割合にあっては当該特例基準

割合適用年における特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合と

し、年７．３パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの

割合を加算した割合（当該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場

合には、年７．３パーセントの割合」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 当分の間、各年の特例基準割合が年７．３パーセントの割合に満たない場合

には、第１６条第１項に規定する還付加算金額の計算の基礎となる期間であっ

てその年に含まれる期間に対応する還付加算金額についての同項の規定の適用



については、同項中「年７．３パーセントの割合」とあるのは、「附則第７条

第１項に規定する特例基準割合」とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第７条（見出しを含む｡)

の改正規定及び附則第３項の規定は、平成２６年１月１日から施行する。 

 （委員の任期の特例） 

２ この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、改正後の生駒市介

護保険条例（次項において「新条例」という｡)第２０条第１項本文の規定にか

かわらず、平成２９年３月３１日までとする。 

 （経過措置） 

３ 新条例附則第７条の規定は、延滞金及び還付加算金額のうち、平成２６年１

月１日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するも

のについては、なお従前の例による。 


